
    機能強化加算のご案内 

  

  当院では『かかりつけ医』機能を有する医療機関として、 

機能強化加算を算定しています。 
   

・必要に応じて『専門医・専門医療機関』をご紹介します。 

・健康診断の結果などについて、健康管理の相談に対応いたします。 

・介護保険や福祉サービス利用などに関する相談に応じます。 

・他の医療機関の受診状況や、他で処方されているお薬の内容を 

   確認し、必要な服薬管理を行います。   

 

 

 

桜町病院 

 

夜間・休日など、緊急時のお問合せ TEL：042（383）4111 

※『かかりつけ医』機能を有する医療機関は、医療機能情報提供サービスを利用

して検索することが出来ます。 
    ◆東京都 医療機関・薬局案内サービス ひまわり 

     http://www.himawari.metro．tokyo．jp/ 

 

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/

